
船舶事故調査報告書 

平成２９年８月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２８年７月２４日 １４時３５分ごろ 

発生場所 北海道小樽市サンセットビーチ銭函
ぜにばこ

北方沖 

 小樽港北副防波堤灯台から真方位１１４°７.３海里付近 

 （概位 北緯４３°０９.０′ 東経１４１°１０.７′） 

事故の概要  水上オートバイTOTAL
ト ー タ ル

 LIFEGUARD
ラ イ フ ガ ー ド

は、水上オートバイ好美
よ し み

を追走

中、また、好美は、遊走中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年３月２１日、主管調査官（函館事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ TOTAL LIFEGUARD、０.２トン 

   ２００－３７２１３北海道、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ 好美、０.１トン 

   ２００－３７４０１北海道、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊 

Ｂ 船長Ｂ、不詳 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（同乗者Ｂ） 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷側外板に亀裂及び破口 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過  小樽市所在のサンセットビーチ銭函の前面海域は、「北海道プレジ

ャーボート等の事故防止等に関する条例」に基づき、平成２８年７月

１日から８月２８日までの間、海岸線に沿って長さ２３０ｍ、同北東

端から沖へ１７０ｍ、同南西端から沖へ２１０ｍの範囲で水域利用調

整区域が設定され、水上オートバイ等の進入が禁止されていた。 

 船長Ａは、水上安全指導員としてサンセットビーチ銭函の砂浜で監

視活動中、水域利用調整区域に侵入して蛇行運転を繰り返すＢ船に対

して同区域から出て行くようスピーカーで指導するとともにサイレン

を用いて注意喚起を行ったが、出て行かなかったので、Ａ船に１人で

乗り組み、停船させるためにＢ船を追走した。 

 Ａ船は、約１５km/h の対地速力でＢ船を追走中、Ｂ船が水域利用調

整区域内を左周りで約２周した後、Ａ船の進路をふさぐように左へ急

旋回して停止したので、避けることができず、Ｂ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、後部に同乗者Ｂを乗せ、水域利

用調整区域に侵入して遊走中、Ａ船と衝突した。 



 同乗者Ｂは、左肘関節打撲傷等を負った。 

Ｂ船は、本事故後、水域利用調整区域から逃走した。 

分析  Ａ船は、水域利用調整区域に侵入したＢ船を追走中、左へ急旋回し

て停止したＢ船を避けることができず、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

 Ｂ船は、水域利用調整区域に侵入して遊走中、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が水域利用調整区域に侵入したＢ船を追走中、Ｂ船

が水域利用調整区域に侵入して遊走中、両船が衝突したものと考えら

れる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・条例等を遵守すること。 

 ・水上安全指導員の指示に従い、マナーを守って航行すること。 

 


